
土曜日の市民課窓口（試行）開設日：田無庁舎…１月２８日（納付窓口も開設）、２月１1日　保谷庁舎…１月２１日、２月4日　午前９時～午後０時３０分 ◆市民課（�田 �内線１４６１）、納税課（�田 �
内線１３５５）、保険年金課（�田 �内線１４８１）
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高齢者保健福祉計画お
よび介護保険事業計画
・第３期についての市
民の皆さんの意見を募
集します。

市民意見提出手続
きを実施
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�面
地域の皆さんで防犯
活動に取り組んでい
る防犯活動団体を、
パネルで紹介しま
す。

防犯活動団体パネ
ル展示会開催�面

現在市ですすめてい
る平成18年度予算編
成方針などをご覧に
なれます。

予算編成方針等を
公表します�面

市内の農園では、農
作物づくりに興味の
ある方を募集しま
す。

農業体験農園の利
用者募集！�面

　平成１８年度から定率減税の縮小、老年者控除の廃止など大幅な改正がありました。
　主な改正点は、次のとおりです。 ������������������ ◆市民税課（田無庁舎�内線１３２１～１３２８）

※今回の税制改正により、今まで非課税だった方が課税されたり、新た
に申告が必要になる方がいます。
【公的年金支給の際に所得税が源泉徴収された方へ】
　公的年金等は「雑所得」として、年金支給の際に所得税の源泉徴収を
行います。平成１７年１月から、源泉徴収の対象となる公的年金額が変更
になりました。源泉徴収され、社会保険料、生命保険料、医療費（一定
基準以上）などを支払った方は、確定申告をすると所得税の還付が受け
られる場合があります。申告の際は、生命保険料の控除証明書や医療費
の領収書などが必要になります。
※公的年金等の源泉徴収票の源泉徴収税額欄をよく確認して、確定申告
してください。
※住民税の申告では、所得税は還付されません。

（※1）扶養親族…税制上の扶養です。 
（※2）同一生計…生計を一にしていれば、同居である必要はありません。 
（※3）特別寡婦…控除額　30万円　　 
（※4）寡　　夫…控除額　26万円 
（※5）一般寡婦…控除額　26万円 

寡婦・寡夫控除のフローチャート 

扶養親 族 （※1） 
（所得38万円以下） 

いる 

はい 

いない 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

死別 

離別 

同一生 計 （※2） 
の子ですか？ 

死別・離別？ 

認められない 

前年の合計所得 
５００万円以下 

前年の合計所得 
５００万円以下 

特別寡 婦 （※3） 
／ 寡 夫 （※4） 

一般寡婦 
（※5） 

　６５歳以上で前年の合計所得金額が１２５万円以下の方に適用されてい
た非課税措置が廃止されました。ただし、昭和１５年１月２日以前生ま
れで、前年の合計所得金額が１２５万円以下の方については、税額（所
得割および均等割）を減額する経過措置があります。

都民税市民税
年度

所得割均等割所得割均等割

３分の２を減額３００円３分の２を減額1,000円１８

３分の１を減額６００円３分の１を減額２,000円１９

減額なし1,000円減額なし３,000円２０

 ��� 老年者控除の廃止 ��� 
　６５歳以上で、前年の合計所得金額が１０００万円以下の方に認められてい
た老年者控除（控除額４８万円）が廃止になりました。
※寡婦（夫）控除の「老年者以外」という要件がなくなり、６５歳以上の
方でも寡婦（夫）控除の適用が受けられるようになりました。（フロ－
チャ－ト参照）なお、適用を受ける場合は申告が必要です。

平 成１８年 度住住民民税税がが変変わわりりまますす
す
べ
て
の
方
へ

国民年金保険料等に係る証明
書の添付

妻に対する均等割軽減の廃止定率減税の縮小

　国民年金保険料等に係る社会保険料控除
の適用について、当該保険料等の支払をし
たことを証する書類を、住民税申告書（ま
たは確定申告書）に添付をしなければなら
ないこととされました。

　妻に対する均等割軽減措置が廃止され、妻
に一定の所得があれば妻に均等割（４千円）
が全額課税されることになりました。
　なお、収入がない方やパ－トなどの年収が
１００万円以下の方は、これまでとおり課税され
ません。

　定率減税の額が所得割額の７．５㌫、上限２
万円（改正前１５㌫、上限４万円）になりま
した。

６５歳以上の方へ

住民税が課税される公的年金収入扶養親族数年　齢

１０５万円を超える方０人
６５歳未満

172.6万円を超える方１人

１５５万円を超える方０人
６５歳以上

２１２万円を超える方１人

※６５歳以上とは、昭和１６年１月１日以前生まれの方です。
※寡婦（夫）控除、障害者控除の適用を受ける場合、公的年金収入２４５万円以下の方
は非課税となります。なお、適用を受けるには申告が必要です。
※ここに記載されている税法等については、平成１７年１２月末現在のものです。

※今回の改正により公的年金収入のみで住民税が課税される方は下表
のようになります。６５歳以上の方に適用される非課税措置の廃止

　６５歳以上の方の公的
年金等の収入額から控
除される公的年金等控
除額の計算式が変更に
なり、所得の計算方法
が右表のようになりま
した。６５歳未満の方に
ついては変更はありま
せん。

６５歳以上の方の計算式
（昭和１６年１月１日以前生まれ）収入金額（A)

（A）－１，２００，０００円～３，２９９，９９９円

（A）×７５㌫－３７５，０００円３，３００，０００円～４，０９９，９９９円

（A）×８５㌫－７８５，０００円４，１００，０００円～７，６９９，９９９円

（A）×９５㌫－１，５５５，０００円７，７００，０００円～
※遺族年金・障害年金等は非課税年金なので、公的年金
収入金額には含まれません。　

 ��� 公的年金等控除額の変更 ��� 


